
広報しかべ　令和５年12月号 18

　冬期間に増える灯油等の経費は、低所得者の生活に大きな負担を与えているため、町では福祉施策と
して経済的負担の軽減・福祉の向上を目的に特別助成を実施します。

◎助成内容
　１世帯７，０００円の鹿部商工会商品券を交付します。

◎対象世帯
　令和５年11月１日現在、鹿部町の住民基本台帳に登録があり、かつ、在宅生活をされている方のうち
令和５年度町民税が非課税の世帯で次のいずれかに該当する世帯
１　世帯全員が満65歳以上の方のみの世帯
２　身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯
３　療育手帳の交付を受けている方がいる世帯
４　精神障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯
５　満18歳未満の児童を扶養しているひとり親（父子・母子）世帯

※ただし、次の方のみの世帯は対象になりません
１　被生活保護世帯、社会福祉施設などに入所している方
２　医療機関などに令和５年11月１日から１カ月以上の入院が見込まれる方
３　矯正施設に収容されている方
４　自宅以外の場所に滞在・生活している方

◎申請受付期間
　令和６年３月１日（金）まで

◎申請方法

  ステップ１
　　対象者宛て案内文書に同封の「鹿部町福祉灯油等助成申請書」に必要事項を記入のうえ、申請して
　ください。申請の方法は２種類ありますので、ご都合の良い方法で申請してください。

  ステップ２
　　申請後、約２週間で受け取り場所が書かれた「鹿部町福祉灯油等助成決定通知書」を送付しますの
　で、ご都合にあわせて受け取りに来てください。

▼お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係（７－５２９１）へ。

令和５年度福祉灯油助成について

パターン①

  郵送申請
　返信用封筒に申請書を入れ、ポストに投函
する方法（切手は不要です）

◎令和６年３月１日（金）までに投函してく
　ださい

パターン②

  役場窓口申請
　役場の窓口で申請書を提出する方法

◎令和６年３月１日（金）までに提出してく
　ださい（土日祝日を除く）
受付時間　８：45～17：30


